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治安維持法によって
市民はどう裁かれたのか。

一
九
九
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
荻
野
富
士
夫
さ
ん
の
『
戦
後
治
安
体
制
の
確
立
』
は
、
直
後
に
私
が
『
日
本
の
公
安

警
察
』
を
書
く
際
に
最
も
参
考
に
し
た
テ
キ
ス
ト
だ
っ
た
。
荻
野
さ
ん
の
労
作
が
な
け
れ
ば
、
公
安
警
察
の
内
実
を

取
材
し
た
私
が
そ
の
淵
源
ま
で
俯
瞰
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
か
ら
、
荻
野
さ
ん
は
私
に
と
っ
て
大
切
な
先
達
で

あ
り
、
貴
重
な
知
識
人
で
あ
る
。

そ
の
荻
野
さ
ん
が
新
た
に
本
書
を
刊
行
し
、
冒
頭
で
想
い
を
こ
う
記
し
た
。
治
安
維
持
法
が
猛
威
を
振
る
っ
た
戦

前
戦
中
と
現
代
の
治
安
体
制
強
化
の
動
き
に
は
共
通
点
が
多
く
、
行
き
着
く
果
て
を
知
る
に
は
治
安
維
持
法
の
「
い

わ
れ
い
ん
ね
ん
の
、い
ち
ぶ
し
じ
ゅ
う
」
を
考
察
し
ぬ
く
必
要
が
あ
る
、
と
。

ま
っ
た
く
同
感
で
あ
り
、
同
時
に
少
し
奇
妙
で
も
あ
る
。
治
安
体
制
の
趨
勢
は
私
た
ち
の
生
活
や
自
由
に
直
結
す

る
。
な
の
に
戦
前
か
ら
現
在
に
至
る
変
遷
を
串
刺
し
に
し
て
探
究
す
る
知
識
人
は
ほ
か
に
見
当
た
ら
な
い
。
ま
こ
と

に
心
も
と
な
い
が
、
だ
か
ら
こ
そ
本
書
の
意
義
は
重
く
、
荻
野
さ
ん
へ
の
期
待
は
大
き
い
。
続
く
植
民
地
と
傀
儡
国

の
治
安
体
制
研
究
も
刊
行
が
待
た
れ
る
。

荻
野
富
士
夫
◉
著

O
G
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O

 Fujio

人
の「
思
い
」「
信
仰
」の
良
し
悪
し
を
国
が
判
断
し
、糾
弾
し
、司

法
の
場
で
裁
く
根
拠
と
な
っ
た
治
安
維
持
法
（
一
九
二
五
〜
四
五
年
）。

こ
の
法
律
に
よ
っ
て
、多
く
の
市
民
が
傷
つ
き
お
び
え
黙
ら
さ
れ

天
皇
の
国
家
に
忠
誠
を
誓
う
よ
う
強
制
さ
れ
た
。

特
高
警
察
の
検
挙
・
取
り
調
べ
、思
想
検
察
に
よ
る
起
訴
、裁
判
所

で
の
予
審
・
公
判
、刑
の
執
行
と
保
護
観
察
・
予
防
拘
禁
、釈
放

―
そ
れ
ぞ
れ
の
現
場
で
治
安
維
持
法
が
ど
う
運
用
さ
れ
た
の
か

を
膨
大
な
資
料
を
も
と
に
明
ら
か
に
す
る
。

治安維持法の
歴史 Ⅰ

推薦します

青木 理
（ジャーナリスト）

電子書籍版も同時刊行!
詳細は弊社HPをご覧ください。

A5判・並製・360ページ
定価 2,500円＋税
（税込2,750円）

ISBN978-4-86617-134-0

2021年
5月刊行!



は
じ
め
に

「
い
わ
れ
い
ん
ね
ん
の
、い
ち
ぶ
し
じ
ゅ
う
を
、み
な
も
と
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
」／
奥
平『
治
安
維
持

法
小
史
』の
め
ざ
し
た
も
の
／
治
安
維
持
法
は「
適
法
」／
思
想
犯
罪「
処
理
」の
流
れ
に
そ
っ
て

一 

内
偵
捜
査

視
察
内
偵
戦
術
／「
犯
罪
事
実
」の
発
見
と
報
告

二 

検
挙

検
挙
の
状
況
／
特
高
警
察
に
よ
る
検
挙
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
／「
無
慈
悲
な
る
追
撃
戦
」

三 

取
調

毛
利
基
の
取
調
／
一
九
三
〇
年
前
後
の
聴
取
状
況
／「
素
行
調
書
」／「
今
後
の
方
針
」の
聴
取

／「
巧
妙
な
る
取
調
」と
い
う
名
の
で
っ
ち
あ
げ
／
供
述
中
心
主
義
／
人
民
戦
線
事
件
の
聴
取

／
勝
間
田
清
一
の
聴
取
／
宗
教
事
犯
の
聴
取
／
ゾ
ル
ゲ
事
件
の
訊
問
／「
手
記
」／
拷
問
／
長

期
に
わ
た
る
勾
留

四 

送
致

送
致
の
手
続
／「
可
然
御
処
置
相
成
度
」／
戦
時
下
の「
意
見
書
」／
ゾ
ル
ゲ
事
件
の「
意
見
書
」

／
訓
戒
・
放
免

五 

功
績
の
顕
彰

功
労
記
章
の
授
与
／
天
皇
に
よ
る
叙
勲

一 

特
高
警
察
へ
の
指
導
・
指
揮

思
想
係
執
務
綱
領
／
特
高
を「
我
々
の
手
足
」に
／
具
体
的
事
件
で
も
指
揮
権
を
確
立

二 

思
想
検
察
の
立
ち
位
置

思
想
戦
の
戦
士
と
し
て
／
罪
刑
法
定
主
義
の
放
棄
へ

三

　取
調

訊
問
調
書
の
つ
く
り
方
／
治
安
維
持
法
最
初
期
の「
強
制
処
分
請
求
」／
三
・
一
五
事
件
の「
訊

問
調
書
」／
四
・
一
六
事
件
の「
訊
問
調
書
」／
思
想
検
事
・
太
田
耐
造
の「
訊
問
調
書
」／
存
在

し
な
い
党
を
処
罰
す
る
論
理
／
戦
時
下
の「
訊
問
調
書
」／
ゾ
ル
ゲ
事
件
の「
訊
問
調
書
」

四 

起
訴

起
訴
か
不
起
訴
か
／「
公
判
請
求
」の
事
例
／
京
都
学
連
事
件
の「
予
審
請
求
」／
三
・
一
五
事

件
の「
予
審
請
求
」／
学
生
へ
の
起
訴
緩
和
と
処
分
の「
留
保
」／
起
訴
基
準
の
変
動
／
人
民
戦

線
事
件
の「
予
審
請
求
」／
起
訴
状
の
雛
型
／
戦
時
下
の「
予
審
請
求
」／
ゾ
ル
ゲ
事
件
の「
予

審
請
求
」／「
予
審
終
結
意
見
書
」

五 

論
告
・
求
刑

九
州
三
・
一
五
事
件
の
論
告
／
長
野
県
教
員
赤
化
事
件
の
論
告
／
転
向
・
非
転
向
組
へ
の
論
告

／
量
刑
の
基
準
／
厳
罰
化
の
流
れ
／
大
本
教
事
件
公
判
の
論
告
／
検
察
に
よ
る
控
訴
・
上
告

一 

予
審
訊
問

検
察
の
延
長
と
し
て
の
予
審
／
東
京
三
・
一
五
事
件
の
予
審
／
京
都
三
・
一
五
事
件
の
予
審
／

各
地
四
・
一
六
事
件
の
予
審
／
人
民
戦
線
事
件
の
予
審
／
生
活
主
義
教
育
運
動
事
件
の
予
審

／
戦
時
下
の
予
審
／
ゾ
ル
ゲ
事
件
の
予
審

二 

予
審
の
諸
問
題

予
審
の
長
期
化
と
そ
の
要
因
／
専
門
予
審
判
事
の
要
望
／
予
審
長
期
化
の「
改
善
策
」／
予
審

判
事
に
よ
る
量
刑
の
基
準
へ
の
不
満
／
厳
罰
主
義
へ
の
賛
否
／
保
釈

三 

予
審
終
結
決
定

決
定
書
の
形
式
／
三
・
一
五
事
件
の
予
審
終
結
決
定
／
四
・
一
六
事
件
の
予
審
終
結
決
定
／
長

野
県
教
員
赤
化
事
件
の
予
審
終
結
決
定
／
戦
時
下
の
予
審
終
結
決
定
／
生
活
主
義
教
育
運
動

事
件
の
予
審
終
結
決
定
／
ゾ
ル
ゲ
事
件
の
予
審
終
結
決
定

一 

公
判
の
進
行
経
過

荒
れ
る
法
廷
／
開
廷
／
起
訴
状
の
朗
読
／
被
告
の
陳
述
／
公
判
に
お
け
る
訊
問
／
拷
問
の
暴

露
／
証
人
訊
問
／
論
告
・
求
刑
／
官
選
弁
護
人
／
弁
護
士
指
定
制
度
／
被
告
弁
論
／
上
申
書

／
名
古
屋
と
新
潟
の
三
・
一
五
事
件
判
決
／
判
決
書
式
の
パ
タ
ー
ン
化
／
葛
藤
す
る
裁
判
官
／

判
決
の
感
想
／
控
訴
審
／
上
告
審

二 

判
決
全
般
の
特
性

第
一
条
へ
の
収
斂
／「
私
有
財
産
制
度
」否
認
の
適
用
か
ら
／「
国
体
」変
革
へ
の
収
斂
／「
国

体
」変
革
へ
の
二
つ
の
疑
義
／
目
的
遂
行
罪
の
膨
張
／
懲
役
刑
の
偏
重
／
石
田
弘
吉
裁
判
長
／

長
野
県
教
員
赤
化
事
件
公
判
／
浜
辺
信
義
裁
判
長

三 

公
判
の
諸
問
題

公
開
か
非
公
開
か
／
併
合
審
理
か
単
独
審
理
か
／
裁
判
闘
争
／
党
中
央
部
統
一
公
判
／「
転

向
」を
め
ぐ
っ
て―

―

温
情
主
義
へ
／
厳
罰
主
義
の
増
加
／
判
事
と
検
事
の
一
体
化

四 

公
判
に
お
け
る
弁
護
活
動

弁
護
士
団
の
組
織
化
／
果
敢
な
弁
護
活
動
／
布
施
辰
治
弁
護
士
／
弁
護
士
界
の
治
安
維
持
法

観
／
鈴
木
義
男
弁
護
士
の「
人
間
尊
重
の
精
神
」／
鈴
木
義
男
の
治
安
維
持
法「
改
正
」批
判

／
河
上
肇
の
弁
護
／
日
本
無
政
府
共
産
党
事
件
の
弁
護
／
大
竹
博
吉
の
弁
護
／
人
民
戦
線
事

件
・
宇
野
弘
蔵
の
弁
護
／
人
民
戦
線
事
件
・
有
沢
広
巳
の
弁
護
／
高
田
富
与
弁
護
士
の
治
安

維
持
法
観
／
敗
戦
後
の
司
法
記
録
処
分
指
示
に
抗
し
て
／
北
海
道
綴
方
教
育
連
盟
事
件
の
弁

護
／「
獄
中
メ
モ
」／
総
計
一
二
時
間
の
弁
論
／
海
野
晋
吉
弁
護
士
の
横
浜
事
件
弁
護
／
山
川

均
の
弁
護
／
小
倉
指
郎
の
弁
護
／
藤
川
卓
郎
弁
護
士
の
ホ
ー
リ
ネ
ス
教
会
弾
圧
事
件
弁
護

一 
行
刑

多
喜
二
の
小
説「
独
房
」を
通
じ
て
／
思
想
犯
の「
戒
護
」開
始
／「
行
刑
教
化
時
代
」へ
の
突

入
／「
転
向
」へ
の
誘
導
／
獄
内
闘
争
と
偽
装
転
向
／
河
上
肇
の「
仮
釈
放
の
夢
」／「
ト
ー
チ

カ
頭
へ
の
大
爆
撃
」／
総
計
三
〇
〇
〇
人
の
受
刑
者
／
戦
時
下
の
行
刑

二 

保
護
観
察

思
想
犯「
保
護
観
察
」の
仕
組
み
／「
保
護
」か
ら「
思
想
の
指
導
」の
重
視
へ
／「
転
向
」誘
導

の
積
極
化
／
特
高
警
察
と
の
競
合
と
反
目
／
河
上
肇
の「
保
護
観
察
」／
観
察
＝
慈
母
か
ら
監

察
＝
厳
父
へ
／「
反
国
家
思
想
の
防
止
絶
滅
」へ

三 

予
防
拘
禁

「
予
防
拘
禁
」の
仕
組
み
／
徳
田
球
一
の「
予
防
拘
禁
」／「
予
防
拘
禁
」の
諸
相
／「
予
防
拘
禁
」

決
定
に
な
ら
な
い
事
例
／「
精
神
入
替
所
」と「
隔
離
所
」／
予
防
拘
禁
所
か
ら
の
退
所

敗
戦
と
治
安
維
持
法
の
継
続
／
治
安
維
持
法
体
制
崩
壊
の
予
感
／「
人
権
指
令
」発
令
と
治
安

維
持
法
の
廃
止
／「
政
治
犯
」の
釈
放
／
治
安
維
持
法
受
刑
者
・
被
疑
者
の
釈
放
と
公
判
中
被

告
の「
免
訴
」

あ
と
が
き
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治
安
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歴
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Ⅰ
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